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指 定 管 理 者 第 三 者 評 価 に つ い て  

 

１  指 定 管 理 者 第 三 者 評 価 概 要  

岡 崎 市 で は 、 指 定 管 理 業 務 評 価 の 活 用 と し て 、 公 募 に よ り 指 定 さ れ

た 指 定 管 理 者 で 、 過 去 の 評 価 結 果 が 優 良 で 再 度 指 定 す る こ と が 効 果 的

又 は 効 率 的 な 場 合 に 、 現 在 の 指 定 管 理 者 を 次 期 指 定 時 に 非 公 募 で 指 定

管 理 者 候 補 者 と す る こ と が で き る 制 度 を 設 け て い ま す （ 対 象 と な る 公

募 施 設 は 民 間 と の 競 合 性 が 高 く 、 事 業 の 実 施 性 が 高 い 施 設 で す 。）。  

こ の 制 度 を 適 正 に 運 用 す る た め 、 対 象 施 設 に 対 し て 市 が 行 っ た 評 価

や 、 次 期 指 定 管 理 期 間 に お い て 非 公 募 で 指 定 管 理 者 候 補 者 と す る 妥 当

性 が あ る か を 、 外 部 の 有 識 者 で 構 成 さ れ た 第 三 者 評 価 委 員 会 が 公 正 か

つ 客 観 的 な 視 点 か ら 検 証 す る こ と と し て い ま す 。 ま た 、 非 公 募 施 設 に

お い て は 、 市 が 行 っ た 指 定 管 理 業 務 評 価 の 妥 当 性 を 検 証 し て い ま す 。  

 

２  令 和 ８ 年 度 第 三 者 評 価 対 象 施 設  

  （ 令 和 ７ 年 度 の 実 績 を 評 価 ）  

対 象 施 設  施 設 所 管 課  

道 の 駅 藤 川 宿 地 域 振 興 施 設  農 務 課  

 

３  指 定 管 理 者 第 三 者 評 価 委 員  

役 職  氏 名  備 考  

会  長  加 治 佐  照 幸  税 理 士  

会 長 職 務 代 理  中 嶋  拓  公 認 会 計 士  

委  員  谷 口  功  椙 山 女 学 園 大 学 教 授  

委  員  齊 藤  由 里 恵  中 京 大 学 教 授  

 

４  第 三 者 評 価 の 進 め 方  

指 定 管 理 業 務 評 価 で は 、「 適 正 性 」（ 各 項 目「 適 」、「 改 善 」の ２ 段 階 ）

と「 有 効 性 」、「 効 率・安 定 性 」（ 各 項 目「 良 」、「 適 」、「 改 善 」の ３ 段 階 ）

の ３ 項 目 に 加 え て 、総 合 評 価（「 Ａ 」、「 Ｂ 」、「 Ｃ 」の ３ 段 階 ）で の 評 価

を 行 っ て い ま す 。  
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第 三 者 評 価 で は 、 担 当 課 が 当 初 行 っ た 指 定 管 理 者 の 評 価 に 対 し 、 そ

の 判 断 根 拠 等 を ヒ ア リ ン グ し 、 市 側 の 評 価 が 妥 当 で あ る か ど う か を 評

価 し ま す （「 厳 し い 」、「 妥 当 」、「 甘 い 」 の ３ 段 階 ）。  

  委 員 の 評 価 後 、 担 当 課 は そ の 意 見 を 踏 ま え 、 再 度 評 価 結 果 の 見 直 し

を 行 い ま す 。  

Ⅰ  業 務 の 履 行 確 認 【 適 正 性 】 の 総 括 基 準  

 適  ＝ 所 管 評 価 が す べ て 適 で あ る 。  

 改 善 ＝ 所 管 評 価 で 改 善 の 評 価 を 受 け た 項 目 が あ る 。（ 要 改 善 ）  

 

Ⅱ  サ ー ビ ス の 質 に 関 す る 評 価 【 有 効 性 】 の 総 括 基 準  

 良  ＝ ア ン ケ ー ト 結 果 ・ 所 管 評 価 が す べ て 適 以 上 で あ り 、 ４ つ 以 上 良 が あ る 。  

 適  ＝ ア ン ケ ー ト 結 果・所 管 評 価 が す べ て 適 以 上 で あ り 、良 が ３ つ 以 下 で あ る 。 

 不 適 ＝ ア ン ケ ー ト 結 果 ・ 所 管 評 価 で 不 適 が あ り 、 早 急 に 改 善 す る 必 要 が あ る 。  

 

Ⅲ  サ ー ビ ス 提 供 の 効 率 性 ・ 安 定 性 に 関 す る 評 価 【 効 率 性 ・ 安 定 性 】 の 総 括 基 準  

 良  ＝ 所 管 評 価 が す べ て 適 以 上 で あ り 、 か つ 施 設 運 営 の 事 業 収 支 の 項 目 で 特 に

評 価 す べ き 点 が あ る 。  

 適  ＝ 所 管 評 価 が す べ て 適 で あ る 。  

 改 善 ＝ 所 管 評 価 で 改 善 の 評 価 を 受 け た 項 目 が あ る 。  

 

総 合 評 価 基 準  

 Ａ  (優 良 )＝  す べ て の 総 括 項 目 が 適 以 上 で あ り 、 か つ 特 に 評 価 す べ き 点 が あ る 。

（ Ⅱ  サ ー ビ ス の 質 に 関 す る 評 価 【 有 効 性 】 を 評 価 す る 場 合 は 、 良  

で な け れ ば な ら な い 。）  

 Ｂ  (良 好 )＝  総 括 基 準 が 適 で あ る 。  

 Ｃ  (要 改 善 )＝  総 括 評 価 で 改 善 又 は 不 適 の 評 価 を 受 け た 項 目 が あ る 。  
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５  第 三 者 評 価 及 び 担 当 課 最 終 評 価 結 果  

  各 指 定 管 理 者 制 度 関 連 情 報 ペ ー ジ の 「 そ の 他 資 料 」 欄 に 第 三 者 評 価

該 当 施 設 の 第 三 者 評 価 を 含 ん だ 担 当 課 最 終 評 価 結 果 を 掲 載 し て い ま す 。 

  掲 載 資 料 の 用 語 の 説 明 は 次 の と お り で す 。  

 

＜ 用 語 の 説 明 ＞  

【 評 価 施 設 】  

第 三 者 評 価 の 対 象 と な っ た 施 設 名 で す 。  

 

【 担 当 課 当 初 評 価 】  

第 三 者 評 価 を 受 け る 以 前 に 施 設 所 管 課 が 評 価 し た 評 価 内 容 で す 。  

 

【 担 当 課 当 初 評 価 に 対 す る 第 三 者 評 価 結 果 】  

担 当 課 当 初 評 価 を 元 に 第 三 者 評 価 委 員 が ヒ ア リ ン グ を 行 い 、 妥 当 性

の 議 論 を し た 評 価 結 果 で す 。  

 

【 担 当 課 最 終 結 果 】  

第 三 者 評 価 の 結 果 を 受 け 、 担 当 課 が 行 っ た 最 終 評 価 結 果 で す 。  

 

【 第 三 者 評 価 意 見 概 要 】  

  第 三 者 評 価 に お い て 担 当 課 の 評 価 に 疑 義 が あ る 場 合 の 委 員 意 見 の 概

要 で す 。  

 

【 担 当 課 最 終 結 果 の 説 明 】  

  第 三 者 評 価 の 結 果 を 受 け 、担 当 課 が 行 っ た 最 終 評 価 結 果 の 説 明 で す 。

第 三 者 評 価 の 結 果 と 内 容 が 異 な る 最 終 評 価 を 市 が 行 っ た 場 合 に 、 そ の

説 明 を 記 載 し て い ま す 。  

※  第 三 者 評 価 で 担 当 課 の 評 価 を 妥 当 と さ れ て い る 場 合 や 、 第 三 者 評

価 の 結 果 を 受 け て 担 当 課 が そ の と お り に 評 価 を 改 め た 場 合 は 何 も 記

載 さ れ ま せ ん 。  


